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習志野市地域防災計画（資料編） 新旧対照表 
該当 

ページ 
現行 修正後（案） 修正理由 

9 ［保育所］ 

番号 名称 所在地 電話 

1・2 略 

3 大久保第二保育所 大久保2-7-7 476-7474 

4 略 

5 菊田第二保育所 津田沼3-11-10 476-5581 

6・7 略 
 

［保育所］ 

番号 名称 所在地 電話 

1・2 略 

削る 

3 略 

削る 

4・5 略 
 

こども部からの意

見を反映 

 ［保育関連施設］ 

番号 名称 所在地 電話 

1 略 

2 東習志野こども園こどもセンター  東習志野3-4-1  477-0115 

3 杉の子こども園こどもセンター  本大久保2-3-15  472-4255 

4 袖ケ浦こども園こどもセンター  袖ケ浦2-5-3  454-6318 

5～7 略 
 

［保育関連施設］ 

番号 名称 所在地 電話 

1 略 

2 東習志野こども園こどもセンター  東習志野3-4-1  477-0840 

3 杉の子こども園こどもセンター  本大久保2-3-15  455-5002 

4 袖ケ浦こども園こどもセンター  袖ケ浦2-5-3  408-0582 

5～7 略 
 

 

 ［幼稚園］ 

番号 名称 所在地 電話 

1～5 略 

6 向山幼稚園 谷津2-16-32 451-1919  
 

［幼稚園］ 

番号 名称 所在地 電話 

1～5 略 

削る 
 

 

10 ［県・私立学校、私立幼稚園・保育所等］ 

番号 名称 所在地 電話 

1～29 略 

30 
キッズスペース 

weepeeみもみ2nd  

東習志野2-10-3  

ブレーメン習志野1階  411-7673 

31～42 略 

追加 

 

［県・私立学校、私立幼稚園・保育所等］ 

番号 名称 所在地 電話 

1～29 略 

削る 

30～41 略 

42 

リトルガーデン 

インターナショナル 

新習志野保育園 

茜浜 2-2-1 

ミスターマックス新

習志野ショッピング

センター内 

411-5021 

43 キッズガーデン津田沼園 谷津2-9-18 481-8288 
 

こども部からの意

見を反映 

資料３ 議事第１号 
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25 ②補助避難所 

No. 名称 所在地 
電話

番号 
ＦＡＸ 

避難

施設 

略 

1～3 略 

4 菊田第二保育所 
津田沼 

3-11-10 

476-

5581 

476-

5570 

所内 

5・6 略 

7 
私立若松すずみ

保育園 

東習志野

2-13-2 

472-

3896 

472-

3896 

園舎 

8 
私立明徳そでに

の保育園 

鷺沼 

1-14-16 

453-

2207 

453-

2207 

園舎 

9～15 略 

16 
大久保東幼稚園 大久保 

2-12-1 

476-

6148 

476-

6148 

園舎 

 

17 向山幼稚園 
谷津 

2-16-32 

451-

1919 

451-

1919 

園舎 

18～34 略 

追加 
 

②補助避難所 

No. 名称 所在地 
電話

番号 
ＦＡＸ 

避難

施設 

略 

1～3 略 

削る 

4・5 略 

6 
私立若松すずみ 

保育園 

東習志野 

2-13-2 

472-

3895 

472-

3896 
園舎 

7 
私立明徳そでにの

保育園 

鷺沼 

1-14-16 

453-

2214 

453-

2207 
園舎 

8～14 略  

15 
大久保東幼稚園 大久保 

2-12-1 

476-

7479 

476-

6148 
園舎 

削る 

16～32 略 

33 袖ケ浦体育館 詳細は別紙のとおり 
 

こども部からの意

見を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習部から

の意見を反映 

29 4－5. 帰宅困難者向け一時滞在施設 

No. 名称 所在地 

協定締

結先

（管理

者） 

電話

番号 
ＦＡＸ 

災害種別に応じ

た指定 

地

震 

津

波

（

高

潮

） 

水

害 

土

砂 

1 略 

2 

習志野

文化ホ

ール 

谷津 

1-16-1 

公益財

団法人 

習志野

文化ホ

ール 

479-

1212 

476-

0941 
○  ○  

3・4 略 
 

4－5. 帰宅困難者向け一時滞在施設 

No. 名称 所在地 

協定締

結先（管

理者） 

電話

番号 
ＦＡＸ 

災害種別に応じ

た指定 

地

震 

津

波

（

高

潮

） 

水

害 

土

砂 

1 略 

削る 

 

 

 

 

2・3 略 
 

生涯学習部から

の意見を反映 
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30 追加 ５ 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内 要配慮者施設一覧 

５－１．土砂災害警戒区域内 要配慮者利用施設 

N

o. 
施設名 所在地 種別 

1 藤崎小学校 藤崎4-12-1 学校 

2 藤崎幼稚園 藤崎4-12-1 公立幼稚園 

3 藤崎第一児童会 藤崎4-12-1 放課後児童会 

4 藤崎第二児童会 藤崎4-12-1 放課後児童会 

5 

マ イ ホ ー

ム習志野 

 

ショートステイ 屋敷1-1-1 
介護サ-ビス事業所

（短期入所生活介護） 

6 
デイサービス 

センター 
屋敷1-1-1 

介護サ-ビス事業所

（通所介護、認知症対

応型通所介護、総合

事業1号事業（通所

系）） 

7 
特別養護 

老人ホーム 
屋敷1-1-1 

介護サ-ビス事業所

（介護老人福祉施

設）、特別養護老人ホ

-ム 

8 医務室 屋敷1-1-1 診療所 

9 ケアハウス習志野 屋敷1-1-1 軽費老人ホ-ム 

10 
マイプランならしの 

訪問介護事業所 
屋敷1-1-1 

介護サ-ビス事業所

（訪問介護、総合事業

1号事業（訪問介護）） 

11 第六中学校 屋敷2-17-7 学校 

12 グループホーム大久保 屋敷3-1-12 

介護サ-ビス事業所

（認知症対応型共同

生活介護）、認知症対

応型共同生活介護 

13 デイサービス大久保 屋敷3-1-12 

介護サ-ビス事業所

（通所介護、総合事業

1号事業（通所系）） 

14 らくらくホーム大久保 屋敷3-1-12 
住宅型有料老人

ホ-ム 

15 ぶどうの木 屋敷3-12-4 就労継続支援（Ｂ型） 

水防法及び土砂

災害警戒区域等

における土砂災

害防止対策の推

進に関する法律

に基づき追加 
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16 向山幼稚園 谷津2-16-32 公立幼稚園 

17 みらいつむぎ谷津保育園 

谷津5-4-8 

ラムサ-ル谷津

積算ビル2階 

小規模保育施設 

 

５－２．浸水想定区域内 要配慮者利用施設 

N

o. 
施設名 所在地 種別 

1 あかねホーム 茜浜3-4-5 
共同生活援助、

短期入所 

2 グループホームふれ愛 秋津3-4-1 
共同生活援助、

短期入所 

3 あきつ園 秋津3-4-2 
生活介護、短期入

所、計画相談支援 

4 

ゆいまーる

習志野 

介護老人 

福祉施設 
秋津3-5-1 

介護サービス事業所

（地域密着型介護老

人福祉施設入所者生

活介護、介護老人福

祉施設）、特別養護老

人ホーム 

5 

ショートステ

イサービス

センター 

秋津3-5-1 
介護サービス事業所

（短期入所生活介護） 

6 
グループホ

ーム 
秋津3-5-1 共同生活援助 

7 
介護老人保健施設 

ケアセンター習志野 
秋津3-5-2 

介護サービス事業所

（短期入所療養介護、

介護老人保健施設） 

8 

セイワ習志

野 

ショートステ

イサービス

センター 

秋津3-5-3 

介護サービス事業所

（短期入所生活介護） 

9 
介護老人福

祉施設 
秋津3-5-3 

介護サービス事業所

（介護老人福祉施

設）、特別養護老人ホ

ーム 
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10 ケアハウスヴィラ清和 秋津3-5-3 軽費老人ホーム 

11 樹楽 秋津 秋津4-17-15 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

12 グループホーム赤とんぼ 秋津4-19-39 共同生活援助 

13 グループホーム秋津 秋津4-6-7 

介護サービス事業所

（認知症対応型共同

生活介護） 

14 グループホーム谷津苑 秋津5-5-6 

介護サービス事業所

（認知症対応型共同

生活介護） 

15 ぱすてるデイサービス秋津 秋津5-12-8 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

16 かすみのいえ 香澄3-14-1 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

17 アジアン自立支援サポート 香澄5-4-5 共同生活援助 

18 デイサービスあいすクラブ 香澄6-15-18 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

19 デイサービス宝 袖ケ浦1-10-19 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

20 フレンズ障害福祉会習志野 袖ケ浦4-19-3 
共同生活援助、

短期入所 

21 医療法人社団幕張インター外科 袖ケ浦5-19-2 診療所 

22 
リトルウッドデイサービス 

習志野 
袖ケ浦6-21-17 

介護サービス事業所

（地域密着型通所介

護） 

23 菊田癒しの家 津田沼6-7-37 
サービス付き高齢者

向け住宅 

24 
グループホーム谷津 

居宅サービスセンター 
谷津2-23-11 

介護サービス事業所

（認知症対応型共同

生活介護） 
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25 
特別養護老人ホーム 

玲光苑習志野ローズ館 
谷津3-14-7 

介護サービス事業所

（短期入所生活介護、

介護老人福祉施設）、

特別養護老人ホーム 

26 
医療法人社団保健会東京

湾岸リハビリテーション病院 
谷津4-1-1 病院 

27 
なごやかレジデンス 

京成谷津 
谷津4-4-29 

サービス付き高

齢者向け住宅 

28 
リハビリホーム 

ボンセジュール谷津 
谷津4-4-30 

介護サービス事業所

（特定施設入居者生

活介護）、介護付き有

料老人ホーム 

29 ポンテ習志野 
谷 津 4-5-30 

111号室 
共同生活援助 

30 
サンクレール谷津 

ショートステイ 
谷津4-6-10 

介護サービス事

業所（短期入所

生活介護） 

31 
特別養護老人ホーム 

サンクレール谷津 
谷津4-6-10 

介護サービス事

業所（介護老人

福祉施設）、特別

養護老人ホーム 

32 
医療法人社団保健会 

谷津保健病院 
谷津4-6-16 病院 

33 ウェルケアテラス谷津 谷津4-7-34 

介護サービス事

業所（特定施設

入居者生活介

護）、介護付き有

料老人ホーム 
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33 5－2. 自主防災組織一覧 

（令和５年４月１日現在 ２２６組織） 

小学校区 No. 自主防災組織の名称 

略 

藤崎小学校区 
1～20 略 

追加 

略 

向山小学校区 
1～9 略 

追加 

略 
 

５－2. 自主防災組織一覧 

（令和6年1月1日現在 228組織） 

小学校区 No. 自主防災組織の名称 

略 

藤崎小学校区 
1～20 略 

21 藤崎四丁目藤町会自主防災会 

略 

向山小学校区 
1～9 略 

10 ソフトタウンニュー谷津遊園自主防災会 

略 
 

自主防災組織の

新設による更新 

41 6－2. 防災倉庫設置場所一覧 

No. 設置場所 設置年度 略 備考 

1･2 略  

3 第一中学校 平成2年     

4～13 略  

14 市役所敷地内 平成7年  

15～30 略  
 

６－2. 防災倉庫設置場所一覧 

No. 設置場所 設置年度 略 備考 

1･2 略  

3 第一中学校 令和5年 新型 

4～13 略  

14 市役所敷地内 令和5年  

15～30 略  
 

防災倉庫の新設

による更新 

44 6－4. 緊急輸送道路等 

指定 No. 路線名 種別 

県 

1～8 略 

追加 

 

 

 

市 略 
 

６－4. 緊急輸送道路等 

指定 No. 路線名 種別 

県 

1～8 略 

9 習志野市道00‐004号線 2次路線 

10 習志野市道00‐006号線の一部 2次路線 

11 習志野市道13‐058号線 2次路線 

12 習志野市道13‐067号線 2次路線 

市 略 
 

都市環境部から

の意見を反映 

46 6－5. 非常用給水施設一覧 
 

No. 名称 所在地 備考 

１～8 略 

追加 

6－5. 非常用給水施設一覧 
 

No. 名称 所在地 備考 

１～8 略 

※5及び6は、飲料水としては不可だが、生活用水としては可 

企業局からの意

見を反映 
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50 7－3. 土砂災害警戒区域等 

［土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域］ 

No. 
箇所

番号 

区域

名 
所在地 

自然現象

の種類 
告示日 

警戒

区域

告示

番号 

特別

警戒

区域

告示

番号 

1～

36 
略 

追加 

 

 

7－3. 土砂災害警戒区域等 

［土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域］ 

No. 
箇所

番号 

区域

名 
所在地 

自然現象

の種類 
告示日 

警戒

区域

告示

番号 

特別

警戒

区域

告示

番号 

1～

36 
略 

37 

Ⅰ -

022K

2147 

田 喜

野 井

1 

船橋市

田喜野

井２丁

目、習

志野市

藤崎４

丁目 

 

急傾斜地

の崩壊 

令 和 5

年 9 月

19日 

千 第

365

号 

千 第

367号 

38 

Ⅰ -

017K

2001 

屋 敷

8 

屋敷１

丁目、

千葉市

花見川

区幕張

町２丁

目 

 

急傾斜地

の崩壊 

   

39 

I-

017k

2003 

 

屋 敷

9 

屋敷2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

40 

I-

017k

2004 

 

屋 敷

10 

屋敷2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

41 

I-

017k

2005 

屋 敷

11 

屋敷3

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

土砂災害警戒区

域等の指定の反

映（年度内に指定

予定） 
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42 

I-

017k

2007 

屋 敷

12 

屋敷3

丁目、

本大久

保5丁

目、屋

敷4丁

目 

急傾斜地

の崩壊 

   

43 

I-

017k

2008 

花 咲

1 

花咲2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

44 

I-

017k

2009 

鷺 沼

3 

鷺沼2

丁目、

鷺沼台

3丁

目、鷺

沼台2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

45 

I-

017k

2011 

鷺 沼

4 

鷺沼5

丁目、

袖ケ浦

5丁目 

 

急傾斜地

の崩壊 

   

46 

I-

017k

2012 

鷺 沼

台1 

鷺沼台

1丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

47 

I-

017k

2013 

鷺 沼

台2 

鷺沼台

4丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

48 

I-

017k

2016 

実 籾

9 

実籾5

丁目、

実籾6

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

49 

I-

017k

2017 

実 籾

10 

実籾5

丁目、

実籾6

丁目 

急傾斜地

の崩壊 
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50 

I-

017k

2019 

新 栄

3 

新栄1

丁目、

実籾6

丁目、

船橋市

三山9

丁目 

 

急傾斜地

の崩壊 

   

51 

I-

017k

2023 

谷 津

1 

谷 津 2

丁目 、

谷津町

1丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

52 

I-

017k

2025 

谷 津

2 

谷 津 5

丁目 、

谷津町

4丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

53 

I-

017k

2026 

津 田

沼5 

津田沼

2 丁

目、津

田 沼 4

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

54 

I-

017k

2027 

藤 崎

7 

藤 崎 3

丁目 、

船橋市

前原東

6丁目 

 

急傾斜地

の崩壊 

   

55 

I-

017k

2030 

本 大

久 保

3 

本大久

保 3 丁

目、本

大久保

2丁目 

 

急傾斜地

の崩壊 

   

56 

I-

017k

2032 

本 大

久 保

4 

本大久

保 4 丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
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57 

II-

017k

2010 

鷺 沼

5 

鷺 沼 2

丁目 、

津田沼

3丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

58 

II-

017k

2018 

実 籾

本 郷

3 

実籾本

郷 

急傾斜地

の崩壊 

   

59 

II-

017k

2020 

新 栄

4 

新 栄 1

丁目 、

船橋市

三 山 9

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

60 

II-

017k

2024 

谷 津

3 

谷 津 2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

61 

II-

017k

2028 

藤 崎

8 

藤 崎 4

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

62 

II-

017k

2029 

藤 崎

9 

藤 崎 5

丁目 、

船橋市

三 山 1

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

63 

I-

017k

2033 

谷 津

4 

谷 津 2

丁目 

急傾斜地

の崩壊 

   

64 

I-

0091 

花咲 花 咲 2

丁目 、

本大久

保 4 丁

目 

急傾斜地

の崩壊 
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52 ８－１．災害救助法による救助の程度、方法及び期間について 

令和４年４月１日現在 

救助の種

類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の

設置 

（法第4条

第2項） 

災害に

よ り現

に被害

を 受

け 、又

は受け

るおそ

れのあ

る者に

供与す

る。 

 

(基本額) 

避難所設置費 

1人 1日当たり

330円以内 

高齢者等の要

援護者等を収

容する「福祉避

難所」を設置し

た場合、当該地

域における通常

の実費を支出

でき、上記を超

える額を加算で

きる。 

災 害 発

生 の 日

から 7日

以内 

 

1 費用は、避難所の設

置、維持及び管理のた

めの賃金職員等雇上

費、消耗器材費、建物

等の使用謝金、借上費

又は購入費、光熱水費

並びに仮設便所等の

設置費を含む。 

2 避難に当たっての輸

送費は別途計上 

3 避難所での生活が長

期にわたる場合等に

おいては、避難所で避

難生活している者への

健康上の配慮等によ

り、ホテル･旅館など宿

泊施設を借上げて実施

することが可能。（ホテ

ル・旅館の利用額は＠

7000円（食費込・税込）/

泊・人以内とするが、こ

れにより難しい場合は

内閣府と事前に調整を

行うこと。） 

 

 

 

避難所の

設置 (法

第4条第2

項) 

 

災害が

発生す

るおそ

れのあ

る場合

(基本額) 

避難所設置費 

1人 1日当たり

330円以内 

高齢者等の要

法第2条第

2項による

救助を開

始した日

から、災害

1 費用は、災害が

発生するおそれが

ある場合において

必要となる建物の

使用謝金や光熱水

８－１．災害救助法による救助の程度、方法及び期間について 

令和5年4月1日現在 

救助の種

類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の

設置 

（法第 4条

第2項） 

災害に

よ り現

に被害

を 受

け 、又

は受け

るおそ

れのあ

る者に

供与す

る。 

 

(基本額) 

避難所設置費 

1人1日当たり

340円以内 

高齢者等の要

援護者等を収

容する「福祉

避難所」を設

置した場合、

当該地域にお

ける通常の実

費 を 支 出 で

き、上記を超

える額を加算

できる。 

災害発生

の日から7

日以内 

 

1 費用は、避難所の

設置、維持及び管理

のための賃金職員

等雇上費、消耗器材

費、建物等の使用謝

金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに

仮設便所等の設置費

を含む。 

2 避難に当たっての

輸送費は別途計上 

3 避難所での生活が

長期にわたる場合等

においては、避難所

で避難生活している

者への健康上の配

慮等により、ホテル･

旅館など宿泊施設を

借上げて実施するこ

とが可能。（ホテル・

旅館の利用額は＠

7,000円（食費込・税

込）/泊・人以内とす

るが、これにより難

しい場合は内閣府と

事前に調整を行うこ

と。） 

避難所の

設置 (法第

4条第2項) 

 

災害が

発生す

るおそ

れのあ

る場合

(基本額) 

避難所設置費 

1人1日当たり

340円以内 

高齢者等の要

法第2条第

2項による

救助を開

始 し た 日

から、災害

1 費用は、災害

が発生するおそ

れがある場合に

おいて必要となる

建物の使用謝金

災害救助法の改

正に基づく金額変

更 
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におい

て 、 被

害を受

けるお

それが

あ り 、

現に救

助を要

する者

に供与

する。 

 

援護者等を収

容する「福祉避

難所」を設置し

た場合、当該地

域における通常

の実費を支出

でき、上記を超

える額を加算で

きる。 

が発生し

なかった

と判明し、

現に救助

の必要が

なくなった

日までの

期間(災害

が発生し、

継続して避

難所の供

与を行う必

要が生じ

た 場 合

は、法2条

第2項に定

める救助

を終了す

る旨を公

示した日ま

での期間) 

費とする。なお、夏

期のエアコンや冬

期のストーブ、避難

者が多数の場合の

仮設トイレの設置

費や、避難所の警

備等のための賃金

職員等雇上費な

ど、やむを得ずそ

の他の費用が必要

となる場合は、内

閣府と協議するこ

と。 

2 避難に当たって

の輸送費は別途計

上 

応急仮設

住宅の供

与 

 

住家が

全壊 、

全焼又

は流失

し 、 居

住する

住家が

ない者

であっ

て 、 自

らの資

力では

住宅を

得るこ

とがで

(建設型仮設住

宅) 

1 規模 

応急救助の趣

旨を踏まえ、実

施主体が地域

の実情、世帯構

成等に応じて設

定 

2 基準額 

1 戸 当 た り

6,285,000 円 以

内 

3 建設型応急

住宅の供与終

災 害 発

生 の 日

から20日

以 内 着

工 

 

1 費用は設置にか

かる原材料費、労

務費、付帯設備工

事費、輸送費及び

建築事務費等の一

切の経費 と し て

6,285,000円以内で

あればよい。 

2 同一敷地内等に

概ね50戸以上設置

した場合は、集会

等に利用するため

の施設を設置でき

る。(50戸未満であ

っても小規模な施

におい

て 、 被

害を受

けるお

それが

あ り 、

現に救

助を要

する者

に供与

する。 

 

援護者等を収

容する「福祉

避難所」を設

置した場合、

当該地域にお

ける通常の実

費 を 支 出 で

き、上記を超

える額を加算

できる。 

が発生 し

なかったと

判明し、現

に救助の

必要がなく

なった日ま

での期間

(災害が発

生し、継続

し て 避 難

所の供与

を行う必要

が 生 じ た

場 合 は 、

法2条第2

項に定め

る救助 を

終了する

旨を公示

した日まで

の期間) 

や光熱水費とす

る。なお、夏期の

エアコンや冬期

のストーブ、避難

者が多数の場合

の仮設トイレの設

置費や、避難所

の警備等のため

の賃金職員等雇

上費など、やむを

得ずその他の費

用が必要となる

場合は、内閣府

と協議すること。 

2 避難に当たっ

ての輸送費は別

途計上 

応急仮設

住宅の供

与 

 

住家が

全壊 、

全焼又

は流失

し 、 居

住する

住家が

ない者

であっ

て 、 自

らの資

力では

住宅を

得るこ

とがで

(建設型仮設

住宅) 

1 規模 

応急救助の趣

旨を踏まえ、

実施主体が地

域の実情、世

帯構成等に応

じて設定 

2 基準額 

1 戸 当 た り

6,775,000円以

内 

3 建設型応急

住宅の供与終

災害発生

の日から

20日以内

着工 

 

1 費用は設置に

か か る 原 材 料

費、労務費、付帯

設備工事費、輸

送費及び建築事

務費等の一切の

経 費 と し て

6,775,000円以内

であればよい。 

2 同一敷地内等

に概ね50戸以上

設置した場合は、

集会等に利用す

るための施設を

設置できる。 (50
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きない

者 

 

了に伴う解体撤

去及び土地の

原状回復のた

めに支出できる

費用は、当該地

域における実費 

設を設置できる) 

3 高齢者等の要援

護者等を数人以上

収容する「福祉仮

設住宅」を設置でき

る。 

4 供与期間は2年

以内 

 

 

(賃貸型応急住

宅) 

1 規模 

建設型仮設住

宅に準じる 

2 基準額 

地域の実情に

応じた額 

災 害 発

生 の 日

から速や

か に 借

上げ、提

供 

 

1 費用は、家賃、共益

費、敷金、礼金、仲介手

数料、火災保険等、民

間賃貸住宅の貸主、仲

介業者との契約に不可

欠なものとして、地域

の実情に応じた額とす

ること。 

2 供与期間は建設型仮

設住宅と同様。 

 

炊き出し

その他に

よる食品

の給与 

 

1 避難

所に収

容され

た者 

2 住家

に被害

を 受

け 、若

し く は

災害に

よ り現

に炊事

のでき

ない者 

1人 1日当たり

1,180円以内 

 

災 害 発

生 の 日

から 7日

以内 

 

食品給与のための

総経費を延給食日

数で除した金額が

限度額以内であれ

ばよい。 

（1食は1/3日） 

略 

きない

者 

 

了に伴う解体

撤去及び土地

の原状回復の

ために支出で

きる費用は、

当該地域にお

ける実費 

戸未満であっても

小規模な施設を

設置できる) 

3 高齢者等の要

援護者等を数人

以上収容する「福

祉仮設住宅」を設

置できる。 

4 供与期間は2

年以内 

(賃貸型応急

住宅) 

1 規模 

建設型仮設住

宅に準じる 

2 基準額 

地域の実情に

応じた額 

災害発生

の日から

速やかに

借 上 げ 、

提供 

1 費用は、家賃、共

益費、敷金、礼金、仲

介手数料、火災保険

等、民間賃貸住宅の

貸主、仲介業者との

契約に不可欠なもの

として、地域の実情

に応じた額とするこ

と。 

2 供与期間は建設型

仮設住宅と同様。 

炊き出しそ

の他による

食品の給

与 

 

1 避難

所に収

容され

た者 

2 住家

に被害

を 受

け 、若

し く は

災害に

よ り現

に炊事

のでき

ない者 

1人1日当たり

1,230円以内 

 

災害発生

の日から7

日以内 

 

食品給与のため

の総経費を延給

食日数で除した

金額が限度額以

内であればよい。 

（1食は1/3日） 

略 
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被服、寝

具その他

生活必需

品の給与

又は貸与 

 

全半壊

( 焼 ) 、

流失 、

床上浸

水等に

よ り 、

生活上

必要な

被服 、

寝具 、

その他

生活必

需品を

喪失 、

若 し く

は毀損

等によ

り使用

する こ

とがで

き ず 、

直ちに

日常生

活を営

む こ と

が困難

な者 

1 夏季（4月～9

月）冬季（10月

～3月）の季別

は災害発生の

日をもって決定

する。 

2 下記金額の

範囲内 

災 害 発

生 の 日

から10日

以内 

 

1 備蓄物資の価格

は年度当初の評価

額 

2 現物給付に限る

こと 

区分 

1人 

世

帯 

2人 

世

帯 

3人 

世

帯 

4人 

世

帯 

5人 

世

帯 

6人

以

上 

1人

増

す

ごと

に

加

算 

全

壊 

全

焼 

流

失 

夏 

 

18,7

00 

24,0

00 

35,6

00 

42,5

00 

53,9

00 

7,80

0 

冬 31,0

00 

40,1

00 

55,8

00 

65,3

00 

82,2

00 

11,3

00 

半

壊 

半

焼 

床

上

浸

水 

夏 6,10

0 

8,20

0 

12,3

00 

15,0

00 

18,9

00 

2,60

0 

冬 9,90

0 

12,9

00 

18

,3

00 

21,80

0 

27,4

00 

3,60

0 

略 

被災した

住宅の応

急修理 

1 住家

が半壊

(焼 )若

居室、炊事場及

び便所等日常

生活に必要最

災 害 発

生 の 日

か ら 3 ヵ

 

被服、寝具

その他生

活必需品

の給与又

は貸与 

 

全半壊

( 焼 ) 、

流失 、

床上浸

水等に

よ り 、

生活上

必要な

被服 、

寝具 、

その他

生活必

需品を

喪失 、

若 し く

は毀損

等によ

り使用

する こ

とがで

き ず 、

直ちに

日常生

活を営

む こ と

が困難

な者 

1 夏季（4月～

9月）冬季（10

月～3月）の季

別は災害発生

の日をもって

決定する。 

2 下記金額の

範囲内 

災害発生

の日から

10日以内 

 

1 備蓄物資の価

格は年度当初の

評価額 

2 現物給付に限

ること 

区分 

1人 

世

帯 

2人 

世

帯 

3人 

世

帯 

4人 

世

帯 

5人 

世

帯 

6人

以

上 

1人

増

す

ごと

に

加

算 

全

壊 

全

焼 

流

失 

夏 

 

19,2

00 

24,6

00 

36,5

00 

43,6

00 

55,2

00 

8,00

0 

冬 31,8

00 

41,1

00 

57,2

00 

66,9

00 

84,3

00 

11,6

00 

半

壊 

半

焼 

床

上

浸

水 

夏 6,30

0 

8,40

0 

12,6

00 

15,4

00 

19,4

00 

2,70

0 

冬 10,1

00 

13,2

00 

18,8

00 

22,3

00 

28,1

00 

3,70

0 

略 

被災した住

宅の応急

修理 

1 住家

が半壊

(焼 )若

居室、炊事場

及び便所等日

常生活に必要

災害発生

の日から3

ヵ 月以内
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 しくはこ

れらに

準ずる

程度の

損傷を

受け 、

自らの

資力に

よ り応

急修理

をする

こ と が

できな

い者 

2 大規

模な補

修を行

なわな

ければ

居住す

る こ と

が困難

である

程度に

住家が

半 壊

( 焼 ) し

た者 

小限度の部分 

1世帯当たり 

①大規模半壊、

中規模半壊又

は半壊若しくは

半焼の被害を

受けた世帯 

655,000円以内 

②半壊又は半

焼に準ずる程

度の損傷により

被害を受けた世

帯 

318,000円以内 

月 以 内

(災害対

策 基 本

法 第 23

条の3第

1項に規

定する特

定 災 害

対 策 本

部、同法

第 24 条

第1項に

規定する

非 常 災

害 対 策

本 部 又

は 同 法

第 28 条

の 2 第 1

項 に 規

定する緊

急 災 害

対 策 本

部 が 設

置された

災害にあ

っては、6

ヵ 月 以

内) 

学用品の

給与 

 

住家の

全 壊

( 焼 ) 、

流失 、

半 壊

(焼 )又

は床上

1 教科書及び

教科書以外の

教材で教育委

員会に届出又

はその承認を

受けて使用して

いる教材、又は

災 害 発

生 の 日

から 

（ 教 科

書） 

１ヵ月以

内 

1 備蓄物資は評価

額 

2 入進学時の場合

は個々の実情に応

じて支給する。 

 しくはこ

れらに

準ずる

程度の

損傷を

受け 、

自らの

資力に

よ り応

急修理

をする

こ と が

できな

い者 

2 大規

模な補

修を行

なわな

ければ

居住す

る こ と

が困難

である

程度に

住家が

半 壊

( 焼 ) し

た者 

 

最小限度の部

分 

1世帯当たり 

①大規模半

壊、中規模半

壊又は半壊若

しくは半焼の

被害を受けた

世帯 

706,000 円 以

内 

②半壊又は半

焼に準ずる程

度の損傷によ

り被害を受け

た世帯 

343,000 円 以

内 

(災害対策

基本法第

23条の3第

1項に規定

する特定

災害対策

本 部 、 同

法第 24条

第1項に規

定する非

常災害対

策本部又

は同法第

28条の2第

1項に規定

する緊急

災害対策

本部が設

置 さ れ た

災害にあ

っては、 6

ヵ月以内) 

学用品の

給与 

 

住家の

全 壊

( 焼 ) 、

流失 、

半 壊

(焼 )又

は床上

1 教科書及び

教科書以外の

教材で教育委

員会に届出又

はその承認を

受けて使用し

ている教材、

災害発生

の日から 

（教科書） 

１ヵ月以内 

（文房具及

び通学用

品） 

1 備蓄物資は評

価額 

2 入進学時の場

合は個々の実情

に応じて支給す

る。 
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浸水に

よ り学

用品を

喪失ま

たは毀

損等に

よ り使

用する

こ と が

で き

ず 、就

学上支

障のあ

る小学

校 児

童、中

学校生

徒及び

義務教

育学校

生徒及

び高等

学校等

生徒 

正規の授業で

使用している教

材実費 

2 文房具及び

通学用品は、1

人当たり次の金

額以内 

小 学 校 児 童

4,700円 

中 学 校 生 徒

5,000円 

高等学校等生

徒5,500円 

（文房具

及 び 通

学用品） 

15 日 以

内 

埋葬 

 

災害の

際死亡し

た 者を

対象にし

て実際

に埋葬

を実施

する者

に支給 

1体当たり 

大人(12歳以上) 

213,800円以内 

小人 （ 12歳未

満） 

170,900円以内 

災 害 発

生 の 日

から10日

以内 

 

災害発生の日以前

に死亡した者であ

っても対象となる。 

 

略 

死体の処

理 

災害の

際死亡

（洗浄、消毒等） 

1体当たり3,500円

災 害 発

生 の 日

1 検案は原則とし

て救護班 

浸水に

よ り学

用品を

喪失ま

たは毀

損等に

よ り使

用する

こ と が

で き

ず 、就

学上支

障のあ

る小学

校 児

童、中

学校生

徒及び

義務教

育学校

生徒及

び高等

学校等

生徒 

又は正規の授

業で使用して

いる教材実費 

2 文房具及び

通学用品は、

1人当たり次

の金額以内 

小学校児童

4,800円 

中学校生徒

5,100円 

高等学校等生

徒5,600円 

15日以内 

埋葬 

 

災害の

際死亡し

た 者を

対象にし

て実際

に埋葬

を 実施

する者

に支給 

1体当たり 

大人 (12歳以

上) 

219,100 円 以

内 

小人（12歳未

満） 

175,200 円 以

内 

災害発生

の日から

10日以内 

 

災害発生の日以

前に死亡した者

であっても対象と

なる。 

 

略 

死体の処

理 

災害の

際死亡

（洗浄、消毒等） 

1体当たり3,500円

災害発生

の日から

1 検案は原則と

して救護班 
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 した者

につい

て 、 死

体に関

する処

理 （ 埋

葬を除

く。）を

する。 

以内 

一時保存 

〇既存建物借上費 

通常の実費 

〇既存建物以外 

1体当り5,400円以

内 

検案、救護班以外

は慣行料金 

から10日

以内 

 

2 輸送費、人件費

は、別途計上 

3 死体の一時保存

にドライアイスの購

入費等が必要な場

合は当該地域にお

ける通常の実費を

加算できる。 

障害物の

除去 

 

居室、炊

事場、玄

関等に障

害物が運

びこまれ

ているた

め生活に

支障をき

たしてい

る場合で

自力で除

去するこ

とのでき

ない者 

市町村内にお

いて障害物の

除去を行った一

世帯当たりの平

均 

138,300円以内 

災 害 発

生 の 日

から10日

以内 

 

 

略 
 

 した者

につい

て 、 死

体に関

する処

理 （ 埋

葬を除

く。）を

する。 

以内 

一時保存 

〇既存建物借上費 

通常の実費 

〇既存建物以外 

1体当り5,500円以

内 

検案、救護班以

外は慣行料金 

10日以内 

 

2 輸送費、人件

費は、別途計上 

3 死体の一時保

存にドライアイス

の購入費等が必

要な場合は当該

地域における通

常の実費を加算

できる。 

障害物の

除去 

 

居室、炊

事場、玄

関等に障

害物が運

びこまれ

ているた

め生活に

支障をき

たしてい

る場合で

自力で除

去するこ

とのでき

ない者 

市町村内にお

いて障害物の

除去を行った

一世帯当たり

の平均 

138,700 円 以

内 

災害発生

の日から

10日以内 

 

 

略 
 

76 ［災害時における応援協定一覧］ 

No. 名称 相手先 
締結年月

日 
内容 

連絡窓口 

本市 相手先 

１～４ 略 

５. 物資等の確保（協定数：9） 

①～⑨ 略 

追加 

 

 

 

 

［災害時における応援協定一覧］ 

No. 名称 相手先 
締結 

年月日 
内容 

連絡窓口 

本市 相手先 

1～4 略 

5. 物資等の確保（協定数：10） 

①～⑨ 略 

⑩ 

災害時に

おける物

資の供給

協力に関

する協定 

株式会社

レンティ 
R5.8.2 

寝 具 等

物 資 の

供給 

危機管

理課 

㈱レン

ティ 

協定の締結等に

よる更新 
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６. トイレ対策（協定数：7） 

①～④ 略 

⑤ 

災害時にお

けるし尿等

の収集運搬

に関する協

定書 

 

株式会社

都市整美

センター 
H29.12.25 

し尿等の収

集運搬 

 

クリー

ン 推

進課 

株 式会

社 都市

整 美 セ

ンター 

⑥・⑦ 略 

７～９ 略 

10. 情報発信・提供等（協定数：8） 

①～⑧ 略 

追加 

11・12 略 

13. その他（協定数：17） 

①～⑰ 略 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. トイレ対策（協定数：7） 

①～④ 略 

⑤ 

災害時にお

けるし尿等

の収集運搬

に関する協

定書 

 

株式会社都

市整美セン

ター 

H29.12.2

5 

し尿等の

収集運搬 

クリーン

推進課 
株式会

社ヒット 

⑥・⑦ 略 

7～9 略 

10. 情報発信・提供等（協定数：9） 

①～⑧ 略 

⑨ 

災害情報

の放送に

関する協

定 

株式会社

ベイエフエ

ム 

R5.9.11 

ＦＭラジ

オ局を利

用した災

害 情 報

の放送 

 

危機管

理課 

㈱ベイ

エ フ エ

ム 

11・12 略 

13. その他（協定数：19） 

①～⑰ 略 

⑱ 

災 害 時

における

行 政 界

周 辺 道

路 の 展

開 に 関

する覚書 

千葉市、茂原

市、佐倉市、

東金市、市原

市、八千代

市、四街道

市、八街市、

大網白里市 

R4.3.31 

災 害 時

における

行 政 界

周 辺 道

路 の 展

開 

道路管

理課 

各市道

路管理

者 

⑲ 

習志野市

災害ボラ

ンティアセ

ンター等

の設置及

び運営に

関する協

定 

社会福祉

法人習志

野市社会

福祉協議

会 

R5.10.26 

災害ボラ

ンティア

センター

の設置、

運 営 及

び 費 用

負担等 

社会福

祉課 

社会福

祉法人

習志野

市社会

福祉協

議会 
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325 11－1. 災害拠点病院 

種別 医療圏 医療機関名 電話番号 

追加 

 

基幹 印旛 
日本医科大学千葉北総

病院 

電話番号0476-99-1801 

防災無線695-721,723,724 

略 

地域 千葉 
千葉県救急医療センタ

ー 

電話番号043-279-2211 

防災無線500-9671 

略 

地域 印旛 
東邦大学医療センター

佐倉病院 

電話番号047-462-8811 

追加 

 

略 
 

11－1. 災害拠点病院 

種別 医療圏 医療機関名 電話番号 

基幹 千葉 
千葉県総合救急災害 

医療センター 

電話番号043-239-3333 

防災無線500-9671 

基幹 印旛 
日本医科大学 

千葉北総病院 

電話番号0476-99-1801 

防災無線695-721,723,724 

略 

削る 

 

略 

地域 印旛 
東邦大学医療センター

佐倉病院 
電話番号047-462-8811 

地域 印旛 
国際医療福祉大学 

成田病院 
電話番号0476-36-5600 

略 
 

健康福祉部から

の意見を反映 

326 ※基幹：基幹災害拠点病院４か所 ※基幹：基幹災害拠点病院5か所 
健康福祉部から

の意見を反映 

327 11－2. 県立病院 

医療機関名 所在地 電話番号等 

略 

千葉県救急医療センター 千葉市美浜区磯辺

3-32-1 

TEL 043-279-2211 

FAX 043-279-0193 

千葉県精神科医療センタ

ー 

千葉市美浜区豊砂5 TEL 043-276-1361 

FAX 043-276-1367 

略 
 

11－2. 県立病院 

医療機関名 所在地 電話番号等 

略 

千葉県総合救急災害 

医療センター 

千葉市美浜区豊砂6-1 TEL 043-239-3333 

FAX 043-239-3366 

削る 

略 
 

健康福祉部から

の意見を反映 
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328 １２－１ 千葉県が影響を受けた主な地震 

番 

号 

西暦

年月

日 

（日

本歴

年月

日） 

震 央 

マグ

ニチ

ュー

ド 

県内

最大

震度 

地       

変 

津        

波 
人命・家屋等の被害 

東 

経 

北 

緯 

震

央

地

名 

1～40 略 

追加 

 

 

 

 
 

１２－１ 千葉県が影響を受けた主な地震 

番 

号 

西暦

年月

日 

（日

本歴

年月

日） 

震 央 

マグ

ニチ

ュー

ド 

県内

最大

震度 

地       

変 

津        

波 
人命・家屋等の被害 

東 

経 

北 

緯 

震

央

地

名 

1～40 略 

41 

2023.

5.11 

(令和

5年) 

14

0.

2 

35

.2 

千

葉

県 

南

部 

5.2 Ⅴ強   

県内で負傷者 5名。 

その他、木更津市、

君津市、勝浦市で住

家の一部損壊。 

 

千葉県の報告に

基づき情報更新 

334 １２－２ 千葉県が影響を受けた主な風水害 

災

害

原

因 

発

生 

年

月

日 

被  害  の  概  要 

人的被害（人） 住 家 被 害（戸） がけくずれ 

発生件数 

死者 
負傷

者 
全壊 半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

略 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１２－２ 千葉県が影響を受けた主な風水害 

災

害

原

因 

発 生 

年月日 

被  害  の  概  要 

人的被害（人） 住 家 被 害（戸） がけく

ず れ 

発生

件数 

死者 
負傷

者 
全壊 半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

略 

台

風

16

号 

令和 3

年 

10月 1

日 

- 3 - - 1 - - 

台

風

13

号

に

伴

う

大

雨 

令和 5

年 

9月 8

日 

- - - - 複数 複数 3 

 

千葉県の報告に

基づき情報更新 

 


